
   茨木市地域活動支援センターⅡ型事業に関する実施基準 
 
 
 （趣旨） 
第１ この基準は、茨木市地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱（平成18年10月30

日実施・平成18年10月1日適用）に定めるもののほか、茨木市地域活動支援センターⅡ

型事業実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 （開始届） 
第２ 事業の実施を受託しようとする社会福祉法人等（以下「事業受託者」という。）

は、茨木市地域活動支援センターⅡ型事業開始届に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出するものとする。 
  (1)従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表 
  (2)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 
  (3)事業所平面図  
  (4)従業者等の資格要件が分かる書類 
 (5)その他市長が必要と認める書類  
 （職種、職務の内容及び員数） 
第３ 事業受託者は、次に掲げる職員の職種、職務内容及び員数を配置するものとす 

る。 
(1) 管理者 １人（常勤職員） 
 管理者は、従業者の管理及び業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行

うとともに、サービスの実施に関し、従業者に対し順守させるために必要な指揮命

令を行う。同一敷地内の別事業所（指定居宅介護事業所等）との同職種の兼務可 
 (2) 指導員及び介護職員   
 利用者へのサービス提供に当たることとし、資格要件、員数については、次のと

おりとする。 
ア 指導員は、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者。 

   イ 介護職員には、ホームヘルパー２級以上の者であって、１年以上介護業務に従

事した経験のある者。又は、施設において、１年以上介護業務に従事した経験

のある者。 
   ウ 指導員のうち１人以上を常勤とするが、必要な員数を確保できる場合又は利用

    者が利用していない時間を含むサービス提供時間外には、併設又は敷地を接す 

       るほかの事業所又は施設等の職務に従事することは可。 
  エ 員数については、利用者数が15人までは２人以上、利用者の数が15人を超える

      ときは、２人に、利用者の数が15人を超えて５又はその端数を増すごとに１人 

       を加えて得た数以上。 
(3) 給食及び入浴サービスを実施する場合は、必要な従業者を置くこと。 
(4) 創作活動を行う場合は、その内容に応じて、必要な講師等の確保に努めること。 

 
 



 (5) 医師 
  必須でない。ただし、緊急時の対応などのために医療機関との協力体制を整備

   しなければならないものとする。 
 （設備基準） 
第４ 事業受託者は、次に掲げる設備を有するものとし、支障がなければ他事業との兼

務を可能とする。 
(1) 静養室 

(2) 相談室 
(3) トイレ 
(4) 日常生活訓練室、社会適応訓練室 
(5) 訓練・作業室 
(6) 事務室又は指導員室 

２ 前項のほか、サービス提供に必要な設備及び備品等を備えるものとする。    

 （利用契約） 
第５ 事業受託者は、利用者からサービス提供の依頼を受けた時は、利用者と利用に 

関する契約を締結し、サービスを提供するものとする。 
２ 利用者との契約内容については、地域生活支援事業契約内容報告書により、茨木 

市に報告するものとする。 
 （請求書類等） 
第６ サービス提供実績に応じ、サービス利用者ごとに地域活動支援センターⅡ型事業

サービス提供実績記録票を作成することとし、地域生活支援事業費請求時に、実績記

録票の写し、地域生活支援事業費明細書及び地域生活支援事業費請求書を茨木市に提

出するものとする。 
（様式） 

第７ この基準の規定により、必要とする書類の様式は、市長が別に定める。  
（その他） 

第８ この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
      附  則 
  この基準は、平成19年４月１日から実施する。 


